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第7章 跡地利用 
 
７．１ 概要 

 最終処分場の埋立終了後は、（一財）茨城県環境保全事業団が浸出水の処理や地下水

の水質検査を行い、その後、基準省令に基づき、埋立地の内部からのガスや浸出水が国

の基準以下になっていることを２年以上確認した後、施設を廃止することとなる。過去

の事例などを踏まえると、埋立終了から施設の廃止まで、20 年程度を要することが見

込まれる。 

跡地利用が可能になるのは埋立終了以降となるので、今後の社会情勢の変化等も考え

られることから、ここでは跡地利用に係る法令等、留意事項及び既存の跡地利用事例を

整理する。 

 

７．２ 跡地利用に係る法令等 

最終処分場の法手続きや運営管理は、閉鎖から廃止までと、廃止後の２つの時期に区

分される。法手続きを図 7.1 に示す。両者とも廃棄物処理法に準拠することになるが、

適用される基準等が異なることから留意する必要がある。 

 

（１）廃止前（閉鎖から廃止まで） 

最終処分場の埋立終了後は、構造基準、維持管理基準に基づき埋立地の安定化

まで適正に管理し、廃止基準に適合した段階で最終処分場廃止確認申請した上で、

県の確認を受けた後に廃止となる。 

基本的には、最終処分場における跡地利用は埋立処分終了届出が受理されてか

ら可能となる。 

 

（２）廃止後 

廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更により生活環境保全上の

支障が生じるおそれがある区域として、指定区域に指定される。当該地において

土地の形質変更を行うときは、事前に形質変更の内容を届け出ることが義務づけ

られており、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」に沿って行う

ものとする。 
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 図 7.1 最終処分場の跡地利用時期と関連基準との関係 
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７．３ 跡地利用に係る留意事項 

（１） 土地利用の分類と留意事項 

  跡地利用については、埋立地の利用する層により利用内容が分類される。「最

終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」で定義されている土地利用の利

用部位による分類を表 7.1 に示す。 

また、最終処分場跡地利用に係る個々の利用により、経時的に跡地内部の土質

力学的に影響を及ぼすことが懸念されることから、跡地利用に当たっては、あら

かじめ、その影響に留意する必要がある。利用上の留意事項を表 7.2 に示す。 

    これらを踏まえ、最終処分場の廃止までの期間については、土地の形質変更の

ない、施設の機能に支障が生じない埋立地表層部の利用が原則となる。また、廃

止後は中層利用・底層利用も可能となるが、表 7.2 に示す留意事項を踏まえた上

での検討が必要となる。 

 

表 7.1 土地利用の利用部位による分類 

利用部位 利 用 内 容 
表層利用 土砂等による覆い（覆土）の機能を残存するような掘削しか伴わず、盛土や 

構造物の設置などを行う利用 
中層利用 覆土と廃棄物の掘削により、遮水工、保有水等集排水設備又は浸透水集排水 

設備、地下水集排水設備等の形質を変更しない利用 
底層利用 遮水工、保有水等集排水設備又は浸透水集排水設備、地下水集排水設備等の 

形質を変更する利用又は廃棄物埋立地の底部まで廃棄物の掘削を伴う利用 
 

表 7.2 最終処分場の利用に係る基本的留意事項 

 跡地利用に係る行為 基本的留意事項 
表
層 

覆土部分の掘削 浸出水の水質変化 

構造物設置による被覆 可燃性ガス等の滞留 

盛土等による上載荷重の増加 廃棄物や基礎地盤の圧密沈下 

中
層
お
よ
び
底
層 

廃棄物層内の掘削 浸出水の水質変化、埋立廃棄物の飛散・流出、掘削廃
棄物の適正処理 

構造物の設置 構造物の腐食 
薬剤等の散布・混入 石灰など強いアルカリ物質によるアンモニアガスの

発生 
内部浸出水の汲み上げ 沈下促進、表層に亀裂発生 

底
層 

遮水層を貫通する基礎杭の打
設 

地下水汚染 

出典：「計画・設計・管理要領」改変 
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（２）最終覆土 

   最終覆土について、廃棄物処理法では「概ね 50 ㎝覆うこと」と規定されている

ところ、茨城県の「廃棄物処理施設の維持管理に関する基準」においては、「概ね

1.0ｍ以上覆う等の措置をとることにより開口部を閉鎖すること」とされている。 

実際、図 7.2 に示す最終処分場の構造および維持管理に関する調査（平成 21 年、

全国産業廃棄物連合会）の結果によると、100 ㎝～200 ㎝の範囲が約５割以上とな

り、最も多い傾向にある。また、図 7.3 に示す跡地利用の形態と最終覆土厚の関連

についての調査結果によると、農地利用では 50～100 ㎝、林地利用・公園緑地利用

では 100～200 ㎝が最も多い傾向にあった。このことから、最終覆土厚を設定する

際には、跡地利用の形態も含めて検討が必要となる。 

 

 
 

出典：最終処分場の構造および維持管理に関する調査報告書  
平成 21 年 3 月 社団法人 全国産業廃棄物連合会 

図 7.2 最終覆土厚 

 

 
出典：最終処分場の構造および維持管理に関する調査報告書  

平成 21 年 3 月 社団法人 全国産業廃棄物連合会 

図 7.3 跡地利用の計画と最終覆土厚の関連  
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７．４ 跡地利用事例 

(１)跡地利用形態の動向 
最終処分場の跡地の利用状況について、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要

領 2010 改訂版」および他自治体の跡地利用の事例を踏まえ、最終処分場の跡地利用形態

を表 7.3 に示した。 

跡地利用の形態は多岐にわたっているが、実態としては、未利用となっている割合も多

い。跡地利用されているケースでは、主に、農地、公園・緑地、グラウンド、資材置き場

などの平面的利用が多いことが示唆された。なお、太陽光発電での利用事例もある。 

また、図 7.4 に示すとおり、産業廃棄物最終処分場では約 4割が林地、約 3 割が公園・

緑地の利用となっており、一般廃棄物最終処分場では、約 7割が公園・緑地の利用となっ

ている。 
 

表 7.3 跡地利用形態 

NO 跡地利用形態 

1 体育館 

2 老人ホーム・養護施設 

3 文教施設（幼稚園・小学校・図書館） 

4 公園・緑地・多目的広場 

5 運動公園・グラウンド 

6 農園（水田・畑） 

7 林地 

8 道路 

9 駐車場 

10 資材置き場 

11 倉庫保管庫 

12 団地（住宅・工場） 

13 ごみ処理施設 

14 役所等 

15 太陽光発電 

  出典：「計画・設計・管理要領」ほか 
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（跡地利用計画「あり」と回答した施設に対する割合） 

一廃 54 産廃 58 

 
出典：最終処分場の構造および維持管理に関する調査報告書  

平成 21 年 3 月 社団法人 全国産業廃棄物連合会 

図 7.4 最終処分場の跡地利用計画での用途 
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（２）他自治体における事例の整理  

 他自治体における最終処分場跡地利用事例を、表 7.4 に整理する。 

 

表 7.4 最終処分場跡地利用事例 

番号 跡地利用事例 設置場所 

１ 総合公園・一次雨水貯留池 札幌市 
２ 運動公園（スポーツ公園・多目的広場） 那覇市 
３ 運動公園・農園・農地・養護学校 福岡市 
４ 緑地（ゴルフ場） 千葉市 
５ スポーツ施設 横浜市 

６ 
多目的運動広場・ドーム型水耕栽培施設（太陽光利用型植物工
場） 

群馬県 

７ リサイクル環境公園 大阪府 
８ 総合公園（スポーツ広場） 金沢市 
９ 園芸用地 富山県 

１０ メガソーラー発電所 秋田市 
１１ メガソーラー発電所 岐阜市 
１２ 運動公園 横浜市 
１３ 植物公園 大分市 
１４ 多目的公園 野洲市 
１５ 緑地公園 大阪市 
１６ 緑地、スポーツ公園 大阪市 
１７ 公園、パークゴルフ場 都城市 
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７．５ 本処分場における跡地利用の可能性 

 
 本処分場に埋立てを予定している廃棄物は、無機性であり、がれき類、ガラスくずが

主となっており、この品目は、跡地利用に非常に適しているが、建築物を伴う用途につ

いては、基礎工事を伴う構造物の設置には留意が必要となっている。 
 また、多種の廃棄物は、種類別に埋立てられるわけではないことから、本施設の埋立

跡地には、建築物を伴うような高度利用を行うことは難しく、建築物を建設する場合に

は地盤改良や載荷盛土、建設素材のコーティング、杭等、建物の支持、沈下等に対する

各種対策を施す必要がある。 
 
 一方、最終処分場の跡地利用は、利用形態は多岐にわたり、その計画地がより長期的

かつ広域的な便益をもたらす例もある。 
 本処分場の計画地は、山間部に位置することから、跡地利用の形態としては、周辺の

自然環境を有効利用しつつ、地域の活性化を促すような利用形態が望まれる。その際に

は、脱炭素化の観点も取り入れていく。 
 また、同時に、地域との共生が図られる利用形態も期待されるところである。 
 
 上記の考察から、本処分場の跡地利用形態の計画は、地元住民の意見を踏まえ、今後

決定していく。 


